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１　平成18年度における愛知の労働経済の動向

近年の愛知県経済は、平成14年からバブル崩壊後三度目となる回復期に入っており、輸出の増加

や設備投資の拡大に牽引されて製造業の幅広い業種で生産が増加、大企業を中心に企業業績が改善

し、この動きが卸売業、運輸業、情報通信業及び人材派遣業等の非製造業にも波及して景気回復を

続けている状態にある。

平成17年度には「愛・地球博」（2005年日本国際博覧会）が開催され、中部国際空港が開港する

という二大プロジェクトがあったが、平成18年度に入ってからも大きな反動はなく、管内経済は堅

調に推移した。

本県経済の特徴としては、製造業、特に輸送用機械器具製造業のウェイトが高いことがあげられ

る（図－2,3）。近年、主要製造業企業の売上高に占める海外売上比率は上昇し、製品輸出総額が増

加しており、平成18年度は輸出に支えられて鉱工業生産指数も上昇を続けた。また、国内需要につ

いてみると、公共事業は年度を通じ減少基調であったが、設備投資が着実な増加を続け、住宅投資

も高水準で推移し、個人消費は緩やかに回復を続けた。

なお、中小企業においては、原材料価格の高騰や、仕入価格上昇を販売価格に転嫁することが困

難であるなどの懸念材料を抱え、総じて景況感は横ばいを続けている。

景気回復が続く中、大企業・中小企業ともほぼ全ての産業で人手不足感が広がっており、県内の

完全失業率は平成16年から3年連続で前年に比べ低下し、平成18年平均では2.8％と全国の4.1％を大

きく下回った。また、求人倍率の動きをみると、求人の増加傾向と求職の減少傾向を背景に、有効

求人倍率は平成14年から5年連続で前年度に比べ上昇し、平成16年2月以降連続して全国1位を続け

ており（平成19年9月現在）、平成18年度平均で1.91倍とバブル崩壊以降の3回の景気回復過程の中

では最も高い水準となった（図－1）。

資料出所：完全失業率の全国は総務省統計局「労働力調査」、愛知は愛知県統計課「労働力調査地方集計結果」

有効求人倍率の全国は厚生労働省職業安定局「職業安定業務統計」
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a 労働力人口、就業者数、雇用者数

平成18年平均の15歳以上人口は617万2千人で、前年に比べ0.7％増加したが、このうち労働力

人口は390万6千人で前年に比べ0.4％減少した。男女別にみると、男性は235万2千人と前年比

0.6％増、女性は155万4千人と同1.8％減となった。

平成18年平均の就業者数は379万7千人で、前年に比べ0.2％増加した。男女別にみると男性は

228万5千人と前年比1.1％増、女性は151万1千人と同1.2％減となった。平成13年以降の就業者数

の推移をみると、13,14年は前年比で減少したが、15年以降は4年連続して増加している。就業者

のうち雇用者は平成18年平均で332万6千人と前年比1.4％増加となった。
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資料出所：愛知県統計課「労働力調査地方集計結果」

資料出所：愛知県統計課「事業所・企業統計調査結果（速報）」 資料出所：経済産業省「工業統計調査」
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s 完全失業者（率）

平成18年平均の完全失業者数は11万人で、前年に比べ16.7％減少し、男女別にみると、男性は

6万7千人と14.1％減、女性は4万2千人と22.2％減となった。

平成18年平均の完全失業率は2.8％と前年に比べ0.6ポイント低下した。男女別にみると、男性

は2.8％と前年差0.5ポイント低下、女性は2.7％と同0.7ポイント低下となった。なお、全国の平成

18年平均の完全失業率は4.1％で、男性は4.3％、女性は3.9％となっている。

完全失業率を年齢別にみると、15～24歳層が5.9％と最も高く（前年差0.2ポイント上昇）、次い

で25～34歳層が3.4％（同0.9ポイント低下）、55～64歳層が2.6％（同1.0ポイント低下）、35～44歳

層が2.2％（同0.6ポイント低下）、45～54歳層が2.0％（前年と同水準）の順となっている。
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資料出所：総務省統計局「労働力調査」、愛知県統計課「労働力調査地方集計結果」
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d 鉱工業生産

平成18年の鉱工業の生産動向をみると、全ての月で前年を上回る水準で推移し、平成18年平均

の生産指数は113.7となり、前年に比べ6.0％増と5年連続で増加した。

２　雇用情勢の概要

平成18年度における愛知県の雇用情勢をみると、ほぼ全ての業種で前年を上回る堅調な動きを見

せ、新規求人数は前年度に比べ9.5％の増加となり、新規求職申込件数では、前年度に比べ3.3％の

減少となった。また、有効求人数は前年度に比べ9.0％の増加となり、有効求職者数は、前年度に

比べ4.1％の減少となった。

このため、新規求人倍率（原数値）は2.91倍と、前年度を0.34ポイント上回り、また、有効求人

倍率（同）は1.91倍と、年度を通じ緩やかな上昇傾向となり、前年度を0.23ポイント上回った。

資料：愛知県統計課「あいちの鉱工業」 （注）指数は原指数、年平均　平成12年＝100
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a 求職の状況

平成18年度の新規求職申込件数は、24万2,915人で、前年度比4年連続の減少となった。年齢層

別に前年度比でみると、45歳未満は2.5％減、45歳以上5.0％減となり、また男女別に前年度比で

みると、男は5.0％減、女で1.6％減となった。

有効求職者数は、年度を通して前年度に比べ減少し、102万5,222人で、前年度比4年連続の減

少となった。年齢層別に前年度比でみると、45歳未満2.3％減、45歳以上7.1％減となり、また男

女別に前年度比でみると、男は5.7％減、女は2.4％減となった。

常用の新規求職者を態様別にみると、離職者は年度を通して前年度を下回り、平成18年度計で

前年度に比べ7.8％減と4年連続の減少となったが、在職者は前年度に比べ10.2％増加した。また

無業者は前年度比7.0％の減少となった。

s 求人の状況

平成18年度の新規求人数は、年度を通して前年度に比べ増加し、70万7,347人で前年度比8年連

続の増加となった。雇用形態別にみると、常用の新規求人数は65万7,350人（前年度比9.2％増）

となり、またパートタイムでは18万9,210人（同11.1％増）となった。

平成18年度の有効求人数は、年度を通して前年度に比べ増加し、18年度196万1,480人で、前年

度比7年連続増加となった。うち常用の有効求人数は183万8,774人（前年度比9.1％増）となり、

またパートタイムでは52万2,376人（同10.7％増）となった。

新規求人数の動きを主要産業別にみると、製造業（前年度比3.6％減）及び建設業（同2.8％減）

等で減少となったが、飲食店・宿泊業（同28.1％増）、情報通信業（同21.1％増）、サービス業

（同18.7％増）、医療・福祉（同16.9％増）、運輸業（同4.9％増）、卸売・小売業（同4.9％増）等で

いずれも増加となり、全体的に前年度に比べ9.5％の増加となった。製造業については、定年退

職者の継続雇用、期間工の常用化及び新規学卒者の募集採用等、新規求人数に反映されない人材

確保方法の拡大等の影響もあり、前年同期を下回る月が多くみられた。

図－10 産業別新規求人数構成比　　 図－10（2） 主要産業別新規求人数
（対前年度増減率）
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製造業新規求人の動きを主要業種別にみると、プラスチック製品製造業（前年度比4.2％増）、

食料品製造業（同3.3％増）、輸送用機械器具製造業（同2.1％増）及び金属製品製造業（同1.0％

増）等で増加となったが、情報通信機械器具製造業（同27.2％減）、電気機械器具製造業（同

6.3％減）、一般機械器具製造業（同5.6％減）及び窯業・土石製品製造業（同1.4％減）等は減少

した。

図－11 業種別製造業求人数構成比　　　　　　　図－11（2） 業種別製造業求人数
（対前年度増減率）

d 職業別求人・求職の状況

職業別に常用の新規求職・新規求人の状況をみると、求職は事務的職業を希望する者の割合が

もっとも高く3割を超えており、生産工程・労務の職業もほぼ同水準で約3割、次いで専門的・技

術的職業の順となっているが、求人は生産工程・労務の職業がもっとも高く、次いで専門的・技

術的職業となっており、事務的職業は約1割にとどまっている。

図－12 職業別常用新規求職者数構成比　　　　 図－13 職業別常用新規求人数構成比
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（注）就職率は新規求職者に対する就職件数の割合である。

f 求人倍率の状況

平成18年度の平均有効求人倍率は、1.91倍（原数値）となり、前年度を0.23ポイント上回り、5

年連続で前年度を上回った。

これを期別でみると、4～6月期1.70倍（前年同期差0.16ポイント）、7～9月期1.81倍（同0.22ポ

イント）、10～12月期2.04倍（同0.28ポイント）、1～3月期2.14倍（同0.27ポイント）となった。

図－14 有効求人倍率の推移（季節調整値）

g 就職の状況

平成18年度の就職件数は、18年11月、19年3月を除き前年同月に比べ増加し、年度計で7万

2,225件と、前年度比3.8％の増加となった。雇用形態別に前年度比でみると、一般では2.1％増、

パートでは8.3％増となり、就職率は29.7％と前年度を2.0ポイント上回った。

また、雇用保険受給者の就職件数は1万8,837件で前年度に比べ1.6％増加し、全就職件数に占め

る割合は26.1％となった。雇用保険受給資格者の就職率は20.7％で前年度を1.8ポイント上回った。

図－15 就職件数・就職率の推移
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資料出所：全国は厚生労働省職業安定局「職業安定業務統計」

（注）平成18年12月以前の数値は新季節指数により改訂済
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平成18年度における常用就職件数を産業別にみると、製造業への就職件数がもっとも多く全体

の31.8％を占め、次いでサービス業（17.1％）、卸売・小売業（15.2％）、医療、福祉（12.6％）、

運輸業（7.5％）、建設業（6.1％）の順となっている。

また、常用就職件数を職種別にみると、生産工程・労務の職業が4割を占め、次いで事務的職

業（22.5％）、専門的・技術的職業（14.2％）、販売の職業（8.4％）、運輸・通信の職業（6.4％）、

サービスの職業（6.2％）と続いている。

図－16 産業別常用就職件数構成比　　　　　図－17 職業別常用就職件数構成比

h 充足の状況

平成18年度の充足数は8万8,788人で、前年度に比べ1.3％の増加となったが、充足率は12.6％と

前年度を1.0ポイント下回った。

充足数を産業別にみると、製造業が4割近くを占めており、製造業の主要業種別充足数をみる

と、輸送用機械器具製造業と電気機械器具製造業がそれぞれ全体の約４分の１を占めている。

事業所規模別に充足率をみると、999人以下の規模の事業所ではいずれも10％前後であるのに

対し、1,000人以上規模事業所では37.1％となっている。

また、他県からの充足数は2万839人で、前年度に比べ5.4％減少し、充足数全体に占める割合

は23.5％と前年度を1.6ポイント下回った。

図－18 産業別充足数構成比　　　　　図－19 主要業種別製造業充足数構成比
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情報通信業 
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充足数 
3万4628人 

輸送用 
機械器具 
25.7%窯業・土石製品 

2.7%

プラスチック製品 
4.7%

充足数 
8万8788人 

サービス業 
15.8％ 

卸売・小売業 
13.4%
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就職件数 
（パートタイム） 
2万590人 

新規求人数 
（パートタイム） 
18万9210人 

サービス業 
21.5％ 

卸売・小売業 
18.4%

製造業 
13.9%

医療,福祉 
16.1%

運輸業 
4.6%

その他 
10.6%飲食店,宿泊業 

14.9%

サービス業 
18.2％ 

卸売・小売業 
15.8%

製造業 
24.3%

医療,福祉 
16.4%

運輸業 
4.3%

その他 
16.8%飲食店,宿泊業 

4.1%

就職件数 
（45歳以上、常用） 
2万1554人 

新規求職者数 
（45歳以上、常用） 
7万8314人 

その他 
4.8%

専門・技術 
10.0%

販売 
6.6%

サービス 
9.3%

運輸・通信 
9.9%

事務 
12.0%

生産工程 
・労務 
47.4%

 
その他 
5.4%

専門・技術 
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販売 
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サービス 
7.7%

運輸・通信 
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事務 
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・労務 
41.0%

j パートタイムの職業紹介状況
平成18年度の新規求職申込件数は6万7,237件で、前年度に比べ0.6％増加し、また月間有効求職

者数は27万6,521人で同1.0％増加した。
新規求人数は18万9,210人で、前年度に比べ11.1％増加し、月間有効求人数は52万2,376人で同

10.7％増加した。
産業別に新規求人数をみると、サービス業からの求人が占める割合がもっとも高く21.5％であ

り、続いて卸売・小売業（同18.4％）、医療、福祉（同16.1％）、飲食店、宿泊業（同14.9％）と、
非製造業の占める割合が高くなっている。
新規求人倍率は2.81倍で昨年度に比べ0.26ポイント上昇し、有効求人倍率は1.89倍で昨年度に

比べ0.17ポイント上昇した。
また、就職件数は2万590件で、前年度に比べ8.3％増加した。産業別に就職件数をみると、製

造業が占める割合がもっとも高く24.3％となっているが、パートを含む常用の就職件数の産業別
構成比と比較すると、非製造業の占める割合が高くなっている。

図－20 産業別パート新規求人構成比　　　　　図－21 産業別パート就職件数構成比

k 中高年齢者の状況
平成18年度の中高年齢者（45歳以上。以下同じ。）の求職状況は、新規求職者数が7万8,385人

と前年度に比べ5.0％減少し、高年齢者（55歳以上。以下同じ。）については4万7,687人と、同
5.1％減少した。有効求職者は中高年齢者が37万345人で前年度比7.1％減少、高年齢者が23万
2,200人で同7.6％減少となった。
就職件数は中高年齢者が2万2,518人と前年度に比べ3.4％増加し、就職率は28.7％と前年度を2.3

ポイント上回った。高年齢者の就職件数は1万2,269件で前年度に比べ3.2％増加し、就職率は
25.7％と前年度を2.1ポイント上回った。
職業別に中高年齢者にかかる常用の新規求職・就職の状況をみると、年齢計の新規求職・就職

の状況に比べて事務の割合が低く、生産工程・労務の割合が高くなっている。

図－22 職業別新規求職者数構成比　　　　　　図－23 職業別就職件数構成比
（45歳以上、パート含む常用） （45歳以上、パート含む常用）
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l 新規学卒者の職業紹介状況
一般の雇用情勢と同様、管内の基幹産業である製造業に牽引されて求人数が増加する一方、就

職希望者は横ばい状態であるため、求人倍率は上昇しており、人手不足感が強まっている。平成
19年3月卒業予定の高校生の内定率は平成19年3月末時点で99.2％と4年連続で上昇し、高卒就職
者数は４年連続で増加となった。

図－24 求人・求職・求人倍率の推移　　　　　図－25 未内定者数と内定率の推移
（高校）（各年3月末現在） （高校）（各年3月末現在）

産業別に平成19年3月高校卒業者の職業紹介状況（平成19年6月末現在）をみると、求人数の約
半数を製造業求人が占め、就職件数の65.2％を製造業への求人が占めている。また、就職希望者
数を希望職業別にみると、生産工程・労務の職業がもっとも多く全体の33.1％を占め、事務的職
業（14.1％）、専門的・技術的・管理的職業（9.4％）と続いている。
また、高卒求人を事業所規模別にみると、30～99人規模の事業所からの求人が約3割を占めて

いるが、充足率は1,000人以上規模事業所が82.1%であるのに対し30～99人規模では25.7％、29人
以下規模では22.3％と、規模が小さくなるほど低くなっている。

図－26 産業別高卒求人構成比　　　　　　　　図－27 産業別高卒就職件数構成比
（平成19年3月卒、19年6月末現在） （平成19年3月卒、19年6月末現在）
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¡0 地域別状況
職業紹介状況を地域別にみると、名古屋地区、尾張地区、西三河地区及び東三河地区のいずれ

の地区でも求職者数が前年度に比べて減少し、求人数が増加したことにより、求人倍率は、新規
求人倍率・有効求人倍率ともに全ての地区で前年度に比べ上昇した。
また、求職者数が減少する一方、就職件数が前年度に比べて全ての地区で増加したため、就職

率は全ての地区で上昇した。
なお、西三河地区を除いた地区では充足数が前年度比で増加したが、名古屋地区及び尾張地区

では求人数の増加幅よりも充足数の増加幅が小さかったため、東三河地区を除く三地区では充足
率が低下した。

表－1 地域別職業紹介状況（平成18年度計）

３　雇用保険の取扱い状況

平成18年度末の雇用保険適用事業所数は10万3,080所と、前年度に比べ1.2％増加し、同じく雇用

保険被保険者数は237万3,550人と3.5％増加した。事業所規模別にみても、全ての規模で事業所数、

被保険者数ともに増加している。

雇用保険受給資格決定件数は9万1,172件で前年度比7.3％減、初回受給者数は7万4,510人で前年度

比6.3％減、受給者実人員は平成18年度平均で２万5,998人と前年度比8.1％減となり、いずれも5年

連続で前年度比減少となった。

図－28 雇用保険適用事業所数と　　　　　　 図－29 雇用保険受給資格決定件数等
被保険者数の推移　　　　　　　　　　 の推移

　 

新規求人数 332,773人 （15.8） 156,490人 （7.2） 154,016人 （2.7） 64,068人 （2.3） 
新規求職者数 92,528人 （▲4.0） 69,847人 （▲5.0） 48,711人 （▲1.2） 31,829人 （▲1.0） 
就職率 25.4％ （1.6） 30.9％ （2.7） 31.1％ （2.0） 37.7％ （1.8） 
充足率 9.3％ （▲1.3） 12.7％ （▲0.6） 17.5％ （▲0.7） 17.2％ （0.4） 

名古屋地区 尾張地区 西三河地区 東三河地区 

（ ）内は前年度比（差）

（注）名古屋地区は名古屋中、名古屋南、名古屋東及び名古屋北の各公共職業安定所取扱数計である。

尾張地区は一宮、半田、瀬戸、津島、犬山及び春日井の各公共職業安定所取扱数計である。

西三河地区は岡崎、豊田、刈谷（碧南出張所含む）及び西尾の各公共職業安定所取扱数計である。

東三河地区は豊橋、豊川、新城及び蒲郡の各公共職業安定所取扱数計である。
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愛知県内 （公共職業安定所）配置図（平成19年4月1日現在） 

本　所（17） 

出張所（ 3） 

・学卒部門 
・名駅出張所 
　（あいちマザーズハローワーク） 
・名古屋人材銀行 
・ハローワークプラザ名古屋 
・愛知学生職業センター 
・ヤングワークプラザあいち 
・名古屋外国人ジョブセンター 

地区別は次のとおりである。 

名古屋地区…（名古屋中・名古屋南・名古屋東・名古屋北） 
　　　　　　各公共職業安定所管内 

尾 張 地 区…（一宮・半田・瀬戸・津島・犬山・春日井） 
　　　　　　　　　〃 

西三河地区…（岡崎・豊田・刈谷・西尾） 
　　　　　　　　　〃 

東三河地区…（豊橋・豊川・新城） 
　　　　　　　　　〃 
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（公共職業安定所）の所在地、管轄区域等一覧 （平成19年4月1日現在） 
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　　　介　月　別　状　況
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（注）１　法定雇用率は一般の民間企業（常用労働者数56人以上規模の企業）1.8%である。

２　本表において「常用労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数（身体障害者及び知的障害者が就業する

ことが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数）を除いた労

働者数であり、法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数である。

３　「障害者数」は、身体障害者と知的障害者の計であり、短時間勤務職員以外の重度障害者（重度身体障害者及び

重度知的障害者）については、法律上、1人を2人に相当するものとしてダブルカウントとし、精神障害者である短

時間労働者については、法律上、1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。

資料出所：愛知労働局職業対策課、厚生労働省職業安定局集計



─ 113 ─

１　職業紹介関係

a 一般関係

q 一般

常用及び臨時・季節を合わせたものをいう。

w 常用

雇用契約において雇用期間の定めがないか又は４ヶ月以上の雇用期間が定められて

いるもの（季節労働を除く。）をいう。

（注）「臨時」、「日雇」の名義であっても雇用期間が４ヶ月以上のもの、あるいは雇

用期間が４ヶ月未満であっても雇用契約が反復更新され、継続して雇用される

ことが予定されている場合は常用とみなす。

e 臨時・季節

臨時とは、雇用契約において１ヶ月以上４ヶ月未満の雇用期間が定められている仕

事をいい、季節とは、季節的な労働需要に対し、又は季節的な余暇を利用して一定の

期間（４ヶ月未満、４ヶ月以上の別を問わない。）を定めて就労するものをいう。

r 日雇

労働の窓口で取り扱われる日々雇用の仕事及び１ヶ月未満の雇用期間が定められて

いるものをいう。

t パートタイム

１週間の所定労働時間が同一の事業所において雇用されている通常の労働者の１週

間の所定労働時間に比し短いものをいう。

y 常用的パートタイム

パートタイムのうち、雇用契約において雇用期間の定めがないか又は４ヶ月以上の

雇用期間が定められているもの（季節労働を除く。）をいう。

u 臨時的パートタイム

パートタイムのうち、雇用契約において１ヶ月以上４ヶ月未満の雇用期間が定めら

れているもの、又は季節的な労働需要に対し、若しくは季節的な余暇を利用して一定

の期間を定めて就労するものをいう。

i 新規学卒者

卒業年の６月末日までに、公共職業安定所及び学校（職業安定法第27条及び第33条

の２第１項第１号の規定による学校）において取り扱ったものをいう。

o 中高年齢者

45歳以上の者をいう。

!0000 雇用保険受給者

基本手当（一般求職者給付）に係る受給資格決定後、基本手当の支給（各種延長給

付を含む）を終了するまでの者をいう。（短時間受給資格者を含み、高年齢受給資格者、

高年齢短時間受給資格者及び短期特例受給資格者は含まない。）

!1 前月から繰り越された有効求職者数

前月末日現在において、求職票の有効期限が翌月以降にまたがっている就職未決定

の求職者の数をいう。

!2 新規求職申込件数

期間中に新たに受け付けた求職申込みの件数をいう。

!3 月間有効求職者数

「前月から繰越された有効求職者数」と当月の「新規求職申込件数」の合計数をい

う。



─ 114 ─

!4 紹介件数

求職者と求人の結合を図るため紹介した件数（他安定所からの連絡求人分への紹介

を含む。）をいう。

!5 就職件数

自安定所の有効求職者が自安定所の紹介により就職したことを確認した件数（他安

定所からの連絡求人分への就職を含む。）をいう。

!65 他県への就職件数

都道府県地域を越える広域職業紹介による就職件数をいう。

!7 前月から繰越された有効求人数

前月末日現在において、求人票の有効期限が翌月以降にまたがっている未充足の求

人数をいう。

（注）他安定所から連絡を受けた求人は含めない。

!8 新規求人数

期間中に新たに受け付けた求人数（採用予定人員）をいう。

（注）他安定所から連絡を受けた求人は含めない。

!9 月間有効求人数

「前月から繰越された有効求人数」と当月の「新規求人数」の合計数をいう。

@0 他県への発求人数

期間中に他都道府県へ連絡した求人数をいう。

@1 他県への発求人延数

期間中に他都道府県へ連絡した求人の延数をいう。

@2 充足数

自安定所の有効求人が、安定所（求人連絡先の安定所を含む。）の紹介により求職者

と結合した件数をいう。

@3 他県からの充足数

・　都道府県地域を越える広域職業紹介による充足数で、他県の求人連絡先安定所か

らの通報により就職を確認したもの。

・　自安定所の有効求人に他県に居住する自安定所の求職者を充足させたもの。

@4 雇用保険受給者の紹介件数

基本手当にかかる受給資格決定後、基本手当の支給を終了するまでの間に安定所が

紹介した基本手当受給資格者の紹介件数をいう。

@5 雇用保険受給者の就職件数

基本手当にかかる受給資格決定後、基本手当の支給を終了するまでの間に安定所の

紹介により就職した基本手当受給資格者の就職件数をいう。

s 日雇関係

q 新規求人延数

日雇に係る新規求人の延数（採用予定人員×採用予定日数）をいう。

w 月間有効求人延数

「前月から繰り越された有効求人延数」と計上月の「新規求人延数」の合計をいう。

（注）２暦日にまたがる日雇求人は、原則として両月に分けて計上する。

e 就労実人員

期間中に日雇労働に就労した日雇求職者の実人員（個々人の頭数）をいう。

r 就労延数

期間中に日雇労働に就労した日雇求職者の延人員をいう。計上に当たっては半日だ

けの就労でも１人として計上する。
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t 不就労延数

働く意思及び能力を有する状態にありながら就労できなかった（いわゆるアブレと

なった）日雇求職者の延人員をいう。

（注）１．ここに計上されるものは、 具体的には次の図の点線内に該当するものである。

２．計画アブレ、 雨天アブレ等となった者が、 当日出頭して別の職場を求め就労した

場合は、 不就労数として計上することなく、 就労数として計上する。

３．休祝日等安定所が通常の窓口を開かない日においては、 後日、 失業の認定が行わ

れても不就労数としない。

２　雇用保険関係

q 離職票交付枚数

公共職業安定所長が、離職により被保険者でなくなったことの確認を行った者に交付

した離職票の枚数をいう。

w 離職票提出件数

基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金の支給を受けようとする者が、公共職

業安定所に出頭して離職票を提出した件数をいう。

e 受給資格決定件数

離職者の提出した離職票に基づき、公共職業安定所長が基本手当、高年齢求職者給付

金又は特例一時金の支給を受ける資格ありと決定した件数をいう。

（注）受給期間内に就職し再び離職して前の資格に基づく求職者給付を受ける場合は、

ここには計上しない。

r 初回受給者数

同一受給期間内における基本手当等の第１回目の支給を受けた者の数をいう。

（注）受給期間内に就職し再び離職して前の資格に基づく求職者給付を受ける場合は、

ここには計上しない。また、傷病手当の支給を受けたことがある者が、同一受給

期間内に他の傷病で再び傷病手当の支給を受けるようになった場合も計上しない。

t 受給者実人員

基本手当の給付を実際に受けた受給資格者の実数をいう。（各種延長給付に係るものを

除く。）

（注）１暦月中に同一給付を２回以上受けた者も実人員としては１人とする。

y 支給終了者数

所定給付日数又は各延長給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わった

受給資格者の数をいう。

　　　　　　　　　　○紹介を受けた者　　○就労した者（就労延数） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○就労しない者　　　○自分の都合で就労しない（欠割） 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　○降雨、災害、その他自分の都合以外の理由で就労できなかっ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　た者（雨天・災害アブレ等） 

　　　　　　　　　　○紹介を受けなかった者（出頭アブレ、計画アブレ等） 

日雇求職者 
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u 給付制限件数

公共職業安定所長が受給資格者に対し、次に掲げる理由により一定期間基本手当を支

給しないことを決定した件数をいう。

ａ）受給資格者が、正当な理由がなく公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公

共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受けること又は公共職業安定所が行う

その者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだこと（法

第32条）。

ｂ）被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由

がなく自己の都合によって退職したこと（法第33条）。

３　諸比率（参考）

q 求人倍率

求職者数に対する求人数の割合をいう。

w 就職率

求職者数に対する就職件数の割合をいう。

e 充足率

求人数に対する充足された求人の割合をいう。

r 他県からの流入率

t 基本手当受給率

月間有効（新規）求 人 数

月間有効（新規）求職者数

就 職 件 数

新規（月間有効）求職者数

充 足 数

新規（月間有効）求人数

他 県 か ら の 充 足 数

充 足 数

求 人 倍 率 ＝

就 　 　 職 　 　 率 　 ＝

充 　 　 足 　 　 率 　 ＝

他 県 か ら の 流 入 率 ＝

基 本 手 当 受 給 率 ＝

（倍）

×100（％）

×100（％）

×100（％）

×100（％）
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